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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
症
法
上
の
位
置
付
け
の

見
直
し
等
に
関
す
る
対
応
方
針
（
R
5
.1
.2
7
政
府
対
策
本
部
決
定
）
の
概
要

■
感
染
症
法
上
の
位
置
付
け

○
５
月
８
日
か
ら
５
類
感
染
症
に
位
置
付
け
る

■
位
置
付
け
の
変
更
に
伴
う
政
策
・
措
置
の
見
直
し

■
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
等
の
廃
止
／
■
特
措
法
に
基
づ
く
措
置
の
終
了

○
政
府
対
策
本
部
及
び
都
道
府
県
対
策
本
部
は
廃
止
し
、
必
要
に
応
じ
て
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
閣
僚
会
議
」
を
開
催

○
住
民
及
び
事
業
者
等
へ
の
協
力
要
請
等
の
各
種
措
置
は
終
了

○
Ｐ
Ｃ
Ｒ
等
検
査
無
料
化
事
業
は
終
了

○
「
基
本
的
対
処
方
針
」
は
廃
止

①
患
者
等
へ

の
対
応

・
医
療
費
自
己
負
担
分
の
一
定
の
公
費
支
援
は
、
期
限
を
区
切
っ
て
継
続

3
月
上
旬
を
目
処
に
具
体

的
な
方
針

②
医
療
提
供

体
制

・
入
院
・
外
来
は
幅
広
い
医
療
機
関
で
受
診
で
き
る
体
制
に
向
け
て
段
階
的
に
移
行

・
病
床
確
保
料
の
取
扱
い
、
入
院
調
整
の
あ
り
方
な
ど
を
検
討

③
サ
ー
ベ
イ

ラ
ン
ス

・
定
点
医
療
機
関
に
よ
る
感
染
動
向
把
握
に
移
行
、
ゲ
ノ
ム
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
は

継
続

④
基
本
的
な

感
染
対
策

・
マ
ス
ク
は
個
人
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
検
討

あ
わ
せ
て
、
各
個
人
の
判
断
に
資
す
る
よ
う
、
着
用
が
効
果
的
な
場
面
を
周
知

早
期
に
見
直
し
時
期
も
含

め
そ
の
結
果
を
示
す

⑤
ワ
ク
チ
ン

・
４
月
以
降
も
自
己
負
担
な
く
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
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（
１
）
基
本
的
な
考
え
方

➣
行
政
の
関
与
を
前
提
と
し
た
限
ら
れ
た
医
療
機
関
に
よ
る
特
別
な
対
応
か
ら
、
幅
広
い
医
療
機
関
に
よ
る
自
律
的
な
通
常
の
対
応
に
移
行

➣
令
和
6
年
４
月
の
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬
同
時
改
定
を
通
じ
た
新
た
な
報
酬
体
系
に
よ
る
医
療
提
供
体
制
に
段
階
的
に
移
行

１
．
位
置
づ
け
変
更
に
伴
う
医
療
提
供
体
制
の
見
直
し

（
５
）
自
宅
療
養
者
へ
の
対
応

➣
発
熱
時
等
の
受
診
相
談
機
能
や
陽
性
者
の
体
調
急
変
時
の
相
談
機
能
、
ハ
イ
リ
ス
ク
者
へ
の
電
話
・
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
、
往
診
な
ど
の
取
組
を
継
続

（
６
）
診
療
報
酬
の
取
扱
い

➣
5
月
8
日
以
降
、
外
来
等
及
び
入
院
に
お
け
る
診
療
報
酬
特
例
に
つ
い
て
、
外
来
は
、
感
染
対
策
を
一
定
程
度
評
価
し
つ
つ
特
例
措
置
を
見
直
す
一
方
で
、

入
院
調
整
等
の
業
務
を
新
た
に
評
価
す
る
と
と
も
に
、
入
院
は
、
介
護
業
務
の
増
大
等
を
踏
ま
え
、
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
等
で
の
受
入
れ
を
新
た
に
評
価

区
分

（
２
）
外

来
（
３
）
入

院
（
４
）
入
院

調
整

3
月
上
旬

か
ら
着
手

す
る
取
組

➣
感
染
対
策
の
見
直
し
・新
た
に
対
応
す
る
医
療
機
関
に
必
要
な
設
備
整
備
等
の
支
援

➣
応
招
義
務
の
整
理

➣
医
療
機
関
や
地
方
自
治
体
へ
の

周
知

➣
9
月
末
ま
で
の
移
行
計
画
を
４
月
中
に
策
定
（
直
近
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
流
行
時
の
入
院
者
数
を
想
定
し
、

冬
の
感
染
拡
大
に
先
立
ち
、
9
月
末
ま
で
の
期
間
で
具
体
的
な
患
者
像
を
念
頭
に
受
入
れ
方
針
や

目
標
等
を
記
載
）

位
置
づ
け

変
更
に
伴

う
さ
ら
な

る
取
組

➣
定
期
的
に
対
応
医
療
機
関
数
を
把

握
し
つ
つ
、
広
く
一
般
的
な
医
療
機

関
で
の
対
応
を
目
指
し
、
医
療
機

関
数
の
維
持
・拡
大
を
促
す

➣
対
応
医
療
機
関
の
公
表
を
当
面

継
続

➣
重
点
医
療
機
関
等
以
外
で
受
入
れ
経
験
が
あ
る
医
療
機
関

に
軽
症
・中
等
症
Ⅰ
患
者
の
受
入
れ
を
促
す

➣
確
保
病
床
を
有
し
て
い
た
医
療
機
関
は
、
重
症
者
・中
等
症

Ⅱ
患
者
の
受
入
れ
へ
と
重
点
化
を
目
指
す

➣
病
床
確
保
料
は
補
助
単
価
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
で
、
9
月

末
ま
で
を
目
途
に
措
置
（そ
の
後
必
要
な
見
直
し
）

➣
医
療
機
関
間
で
の
調
整
の
取
組

は
、
ま
ず
は
軽
症
・中
等
症
Ⅰ
患

者
か
ら
進
め
、
秋
以
降
は
、
そ
の

進
捗
を
踏
ま
え
、
重
症
者
・中
等

症
Ⅱ
患
者
の
取
組
を
進
め
つ
つ
、

医
療
機
関
へ
の
支
援
を
検
討

➣
国
・
都
道
府
県
は
、
対
応
医
療
機
関
の
維
持
・拡
大
・入
院
調
整
の
取
組
を
、
地
域
実
情
に
応
じ
て
、
位
置
づ
け
変
更
を
待
た
ず
に
調
整

等
を
進
め
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け
の
変
更
に
伴
う

医
療
提
供
体
制
及
び
公
費
支
援
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
（
概
要
）
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（
１
）
病
原
性
が
大
き
く
異
な
る
変
異
株
が
生
じ
た
場
合
の
対
応

➣
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
と
は
、
大
き
く
病
原
性
が
異
な
る
変
異
株
が
出
現
す
る
な
ど
、
科
学
的
な
前
提
が
異
な
る
状
況
に
な
れ
ば
、
た
だ
ち
に
必
要
な
対
応
を

講
じ
る

➣
新
た
な
変
異
株
を
感
染
症
法
上
の
「指
定
感
染
症
」に
位
置
づ
け
た
上
で
、
病
状
の
程
度
が
重
篤
で
、
全
国
的
か
つ
急
速
な
ま
ん
延
の
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
は
、
特
措
法
に
基
づ
く
政
府
及
び
都
道
府
県
対
策
本
部
を
設
置
し
、
基
本
的
対
処
方
針
や
感
染
対
策
を
決
定
、
必
要
な
医
療
提
供

体
制
を
確
保

（
１
）
外
来
医
療
費
の
自
己
負
担
軽
減

➣
高
額
な
治
療
薬
の
公
費
支
援
は
、
９
月
末
ま
で
措
置

そ
の
後
は
他
の
疾
病
と
の
公
平
性
等
を
踏
ま
え
検
討

（
入
院
患
者
も
同
様
）

➣
治
療
薬
以
外
の
外
来
医
療
費
は
、
他
の
疾
病
と
の
公
平

性
を
踏
ま
え
公
費
支
援
を
終
了

➣
施
設
か
ら
適
切
・
確
実
に
入
院
で
き
る
体
制
の
確
保
、
施
設
の
感
染
対
策
の
徹
底
、
医
療
機
関
と
の
連
携
強
化
、
施
設
内
療
養
体
制
の

確
保
な
ど
の
政
策
・
措
置
は
当
面
継
続

（
２
）
入
院
医
療
費
の
自
己
負
担
軽
減

➣
9
月
末
ま
で
高
額
療
養
費
制
度
の
自
己
負
担
限
度
額
か

ら
2
万
円
を
減
額
措
置
し
、
そ
の
後
は
、
他
の
疾
病
と
の

公
平
性
等
を
踏
ま
え
、
検
討

（
３
）
検
査
の
自
己
負
担

➣
発
熱
者
等
の
検
査
に
係
る
公
費
支
援
は
5
月
7
日
で
終
了

➣
高
齢
者
施
設
等
に
お
け
る
集
中
的
検
査
を
自
治
体
が
実
施
す
る
場
合
に
は
、

引
き
続
き
、
行
政
検
査
の
扱
い

（
４
）
相
談
窓
口
機
能

➣
外
来
や
救
急
へ
の
影
響
緩
和
の
た
め
、
自
治
体
の
受
診
相
談
機
能
は
継
続

➣
陽
性
者
の
登
録
機
能
、
行
政
か
ら
の
プ
ッ
シ
ュ
型
の
健
康
観
察
は
終
了

（
５
）
宿
泊
療
養
施
設

➣
感
染
症
法
に
よ
る
外
出
自
粛
が
求
め
ら
れ
な
い
た
め
、
隔
離
の
た
め
の
施
設

は
終
了
。
た
だ
し
、
高
齢
者
や
妊
婦
の
療
養
の
た
め
の
施
設
は
、
自
己
負
担
を

前
提
に
、
自
治
体
判
断
で
経
過
的
に
9
月
末
ま
で
継
続
可
能

（
２
）
水
際
措
置

➣
(1
)の
状
況
に
な
れ
ば
、
検
疫
法
に
基
づ
く
政
令
指
定
に

よ
り
、
隔
離
・
停
留
措
置
を
可
能
と
す
る
な
ど
、
必
要
な

措
置
を
講
じ
る

（
３
）
ワ
ク
チ
ン
接
種

➣
５
歳
以
上
の
全
て
の
者
を
対
象
に
秋
冬
に
接
種
を
行
い
、
高
齢
者
等
重
症
化
リ
ス
ク

の
高
い
者
等
に
は
春
夏
に
追
加
接
種
を
行
い
、
引
き
続
き
、
自
己
負
担
な
く
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
す
る

２
．
高
齢
者
施
設
等
に
お
け
る
対
応

３
．
患
者
等
に
対
す
る
公
費
支
援
の
取
扱
い

（
急
激
な
負
担
増
を
回
避
す
る
た
め
、
医
療
費
の
自
己
負
担
等
に
係
る
一
定
の
公
費
支
援
を
期
限
を
区
切
っ
て
継
続
）

４
．
そ
の
他

３


